
Ａ４５Ｆ 

 

A45F - 1 

国際特許分類 2026.01 発効 

A45F 旅行または露営用品；体で運ぶザック
またはパック［１，８］ 

注 

このサブクラスは以下の細分項目に特徴をもつ設備のみ包含

する。旅行または露営設備は通常関連する設備の分類に分類さ

れる，例．露営用家具Ａ４７。 

3/00 旅行または露営用品（旅行用毛布Ａ４７Ｇ

９／０６）；体で運ぶザックまたはパック

（他の用途のものに変えることができるも

のＡ４５Ｆ４／００）［１，８］ 

3/02 ・肩を通す一本のひもによって体で運ぶザ

ックまたはパック 

3/04 ・両肩を通す二本のひもによって体で運ぶ

ザックまたはパック 

3/06 ・・軍事用目的のため特に適用されるもの 

3/08 ・・にない枠；ザックと結合している枠組 

3/10 ・体で持運ぶパックの枠組 

3/12 ・肩あて 

3/14 ・にない用ひも；パック持運び用背負いバ

ンド 

3/15 ・・小さなボートの持運びに特に適合する

背負いバンド 

3/16 ・水筒；はんごう；コップ 

3/18 ・・硬質材料のもの 

3/20 ・・可撓材料のもの；折りたためるまたは

つみ重ねることができるコップ 

3/22 ・ハンモック；ハンモックを張る棒 

3/24 ・・ハンモックスタンド；ハンモックのさ

さえ 

3/26 ・吊り下げ座席 

3/44 ・地面にさし込んでささえる用具 

3/46 ・ピクニックセット（ピクニック用箱Ａ４

５Ｃ１１／２０） 

3/48 ・裁縫用具一式 

3/50 ・旅行装備として用いる地図入れ 

3/52 ・昆虫を防御することができる網 

4/00 他の用途のものに変えることができる旅行

または露営用品；他の用途のものに変える

ことができる，体で運ぶザックまたはパッ

ク［１，８］ 

4/02 ・ほかの用品に変えることができるザック

またはパック 

4/04 ・・テントに変えることができるもの 

4/06 ・・ベッドまたはマットレスに変えること

ができるもの 

4/08 ・・ハンモック，寝わらまたは寝袋に変え

ることのできるもの 

4/10 ・・ボートまたはそりに変えることができ

るもの 

4/12 ・・上衣または帽子に変えることができる

もの 

4/14 ・テントカバーに変えることができる上衣

または帽子 

5/00 手荷物の入れ物または運ぶもの；旅行また

は露営するときに使用する入れ物や運ぶも

の 

5/02 ・衣裳に付けるものの止め具 

5/04 ・・ハンカチーフ，ナプキン，またはそれ

に類似のものを保持するもの 

5/06 ・・帽子またはその他の衣裳に付けるもの

を保持するもの 

5/08 ・・花を保持するもの 

5/10 ・持運びのための把手 

5/12 ・図書持運び具 

5/14 ・のみ，まさかり，またはそれに類似する

道具のための保持具 

 


